
亀山市手数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

令 和 元 年 ６ 月 ２ ７ 日  

       亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

亀 山 市 条 例 第 ５ 号  

 

   亀 山 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

亀 山 市 手 数 料 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 ５ ７ 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

別 表 第 ３ の １ の 表 １ ０ の 項 中 「 分 け て 」 の 次 に 「 増 築 等 を 含 む 」

を 加 え 、 「 改 修 す る 」 を 「 増 築 等 を 含 む 工 事 を 行 う 」 に 改 め 、 同 表

１ １ の 項 中 「 第 ８ ６ 条 の ８ 第 ３ 項 」 の 次 に 「 （ 法 第 ８ ７ 条 の ２ 第 ２

項において準用する場合を含む。）」を加え、「工事を行う」を「増

築 等 を 含 む 工 事 等 を 行 う 」 に 、 「 改 修 す る 」 を 「 増 築 等 を 含 む 工 事

等 を 行 う 」 に 改 め 、 同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。  

１ ２  法 第 ８ ７ 条 の ２ 第

１ 項 の 規 定 に 基 づ く 既

存 の 一 の 建 築 物 に つ い

て ２ 以 上 の 工 事 に 分 け

て 用 途 の 変 更 に 伴 う 工

事 を 行 う 場 合 の 制 限 の

緩 和 に 係 る 認 定 の 申 請

に 対 す る 審 査  

既 存 の 一 の 建 築 物

を 段 階 的 に 用 途 の

変 更 に 伴 う 工 事 を

行 う 場 合 の 制 限 の

緩 和 に 係 る 認 定 申

請 手 数 料  

２ ７ ， ０ ０ ０ 円  

１ ３  法 第 ８ ７ 条 の ３ 第

５ 項 の 規 定 に 基 づ く 建

築 物 の 用 途 を 変 更 し て

一 時 的 に 興 行 場 等 と し

て 使 用 す る 場 合 の 制 限

の 緩 和 に 係 る 許 可 の 申

請 に 対 す る 審 査  

建 築 物 の 用 途 を 変

更 し て 一 時 的 に 興

行 場 等 と し て 使 用

す る 場 合 の 制 限 の

緩 和 に 係 る 許 可 申

請 手 数 料  

１ ２ ０ ， ０ ０ ０ 円  

別 表 第 ７ 中 「 日 本 工 業 規 格 」 を 「 日 本 産 業 規 格 」 に 改 め る 。  

   附  則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 ７ の 改 正 規

定 は 、 令 和 元 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


